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１　個人情報取扱事務開始届等について
(1) 届出期間　令和2年4月21日～令和2年10月20日

(2) 届出件数　開始届46件　変更届89件　目的外利用等届出書件（目的外利用75件、目的外提供429件）

(3) 届出内容
ア　個人情報取扱事務開始届

No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

1 栄典事務 市長
総務部
秘書課

内閣府における栄典授
与審査のための候補者
推薦

日本国憲法第
７条第７号、
第１４条第３
項
内閣府設置法
第４条第３項
第２８号

市（町村）
長、市（町
村）議会議
員、選挙管理
委員会委員、
公平委員会委
員、監査委
員、副市長
（助役）、収
入役、公営企
業管理者、部
長

平成10年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

年齢、旧姓、本
籍、学歴、公選
職歴、公職歴、
審議会歴、公務
員歴、消防歴、
団体歴、兵役
歴、生業、賞
罰、死亡年月
日、死亡原因、
死亡場所、電話
番号

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第６号該当）　
候補者が関わっ
た関係機関
･実施機関内
（職員課、大
胡・宮城・粕
川・富士見支所
（地域振興
課）、市民課）

無 無

2 専修学校・各
種学校の成績
優秀者に対す
る市長賞贈呈
事務

市長
総務部
秘書課

民間教育事業の奨励 市内専修学
校・各種学校
の当該年度卒
業予定者のう
ち、成績優秀
者として学校
長が推薦する
者（各校１
名）

平成10年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

所属する学科名 無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第６号該当）　
市内専修学校、
各種学校

無 無

3 人権・男女共
同参画に関す
る市民意識調
査

市長
市民部
生活課

市民の意識や実態、
ニーズを的確に把握
し、基本計画や施策な
どの基礎資料とするた
め。

市民意識調査
概要

住民基本台帳
により無作為
に抽出した市
民

平成13年11月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

無 ･実施機関内
（市民課）

無 無

4 敷島浄水場敷
地内防犯カメ
ラ設置・運営
事業

公営企業管理者
水道局
浄水課

敷島浄水場敷地内に防
犯カメラを設置するこ
とで、施設の安全管理
を図る。また、撮影し
た画像を一定期間、保
存する。

敷島浄水場敷
地内防犯カメ
ラの設置及び
運用に関する
要綱

防犯カメラ記
録範囲を通る
通行人

平成20年11月28日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿、自動車登
録番号・車両番
号（ナンバープ
レート）

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第９号該当）防
犯カメラから収
集

無 無

5 前橋市産休等
代替職員費補
助金交付事務

市長
福祉部
子育て施設課

産休等代替職員として
採用された方の履歴書
を提出してもらい補助
金の交付要件に適合し
ているかを判別するた
め。

令和２年度前
橋市産休等代
替職員費補助
金交付要項

市内保育関係
施設で産休等
代替職員とし
て採用された
方

平成21年4月1日 文書 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、本
籍、健康状態・
病歴、家族状
況、職業・職
歴、学歴
出生時の情報
（出産日、子の
氏名、出生体
重）

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第２号該当）保
育関係施設

無 無

6 図書館サマー
フレンズの実
施事務

教育委員会
教育委員会事務局
図書館

図書館を体験学習の場
とする中学生・高校生
のボランティア「図書
館サマーフレンズ」へ
の応募申込受付、ボラ
ンティア保険への加入
手続き、修了証発行、
学校への報告を行う。

市内在住また
は通学の中学
生・高校生及
び保護者氏名

平成23年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、学校
名、学年、ボラ
ンティア保険加
入状況、交通手
段、希望の動機

無 ･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

7 小学生ボラン
ティア「図書
館キッズ」事
業事務

教育委員会
教育委員会事務局
図書館

図書館を体験学習の場
とする小学生のボラン
ティア「図書館キッ
ズ」への応募申込受
付、ボランティア保険
への加入手続き、修了
証発行事務を行う。

市内在住また
は通学の小学
５・６年生及
び保護者氏名

平成26年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、学校
名、学年、組、
ボランティア保
険加入状況、交
通手段、希望の
動機

[一部委託]
応募受付・体
験学習指導業
務（シダック
ス大新東
ヒューマン
サービス株式
会社）

･本人 無 無

8 ＧＰＳ端末貸
出事業

市長
福祉部
長寿包括ケア課

認知症により行方不明
になるおそれがある高
齢者等に対し、人工衛
星を利用した行方不明
高齢者等の位置情報検
索用の端末を貸与す
る。また、行方不明高
齢者等の介護者に対
し、行方不明高齢者等
が所在不明の場合に
は、行方不明高齢者等
の所在地情報を提供す
る。

前橋市ＧＰＳ
端末貸出事業
実施要綱
前橋市ＧＰＳ
端末緊急貸出
事業実施要綱
前橋市ＧＰＳ
端末一時貸出
事業実施要綱

①在宅の６５
歳以上の高齢
者で行方不明
になるおそれ
がある者
②在宅の４０
歳以上６５歳
未満の者で認
知症、高次脳
機能障害及び
その他の認知
機能低下をき
たす疾患によ
り、行方不明
になるおそれ
がある者

平成28年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

利用者の電話番
号、特徴、申請
区分、緊急連絡
先（氏名、続
柄、住所、電話
番号、Ｅメール
アドレス）

無 ･本人
･本人以外（条
例第６条第２項
第２号該当）親
族、同居人、後
見人または保佐
人

無 無

9 自主学習グ
ループ活動支
援関係事務
（中央公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

自主学習グループ活動
支援事業の円滑な運営
を図るため

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

10 自主学習グ
ループ活動支
援関係事務
（下川淵公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

自主学習グループ活動
支援事業の円滑な運営
を図るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

11 自主学習グ
ループ活動支
援関係事務
（東公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

自主学習グループ活動
支援事業の円滑な運営
を図るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

12 自主学習グ
ループ活動支
援関係事務
（元総社公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

自主学習グループ活動
支援事業の円滑な運営
を図るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

13 自主学習グ
ループ活動支
援関係事務
（永明公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

自主学習グループ活動
支援事業の円滑な運営
を図るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

14 学び合い、人
権、地域ふれ
あい関係事務
（富士見公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

学び合い、人権、地域
ふれあい事業の円滑な
運営を図るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

15 子育て、親子
支援関係事務
（富士見公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

子育て、親子支援事業
の円滑な運営を図るた
め。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

16 自主学習グ
ループ活動支
援関係事務
（富士見公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

自主学習グループ活動
支援事業の円滑な運営
を図るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

17 青少年体験・
チャレンジ活
動関係事務
（富士見公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

青少年体験・チャレン
ジ活動の円滑な運営を
図るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

18 人権教育関係
事務（宮城公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

集会所事業等人権教育
事業の円滑な運営を図
るため。

受講生及びそ
の家族、運営
に協力するボ
ランティア、
講師

平成30年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、メー
ルアドレス、口
座情報、健康状
態、学年（年
齢）、容姿

無 ･本人 無 無

19 前橋市防災網
設備導入事業

市長
農政部
農政課

果樹の産地強化に向け
た施設整備等に取り組
む生産者を支援するこ
とにより、生産拡大及
び安定供給体制の確立
を図り、もって本市の
果樹園芸の振興と発展
に資することを目的と
する。

前橋市防災網
設備導入事業
補助金交付申
請者

平成31年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、圃場
住所、口座番
号、納税状況

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第２号該当）果
樹関係団体

無 無

20 アーツ前橋管
理運営事務
（入館用　健
康状態申告
書）

市長
文化スポーツ観光部
文化国際課

新型コロナウイルス感
染拡大予防、感染者発
生時の連絡追跡のた
め。

群馬県イベン
ト等実施ガイ
ドライン（美
術館・博物館
編）

アーツ前橋　
ギャラリー入
館者
アーツ前橋　
入館事業者等
職員

令和2年4月13日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

居住地（都道府
県・市区町村ま
で）、電話番
号、健康症状、
入館時の体温、
勤務先業者名

[一部委託]
受付業務（東
朋産業）

･本人 無 無

21 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

基準日（令和２年４月
２７日）に住民登録を
有する市民に特別定額
給付金を支給する。

特別定額給付
金（仮称）事
業の実施につ
いて

基準日（令和
２年４月２７
日）に住民登
録を有する市
民

令和2年4月23日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

措置自治体、施
設所在地、住民
票所在地、施設
入所日、施設退
所日、ＤＶ被害
者申出状況、高
齢者虐待申出状
況、入所刑事施
設

無 ･本人
･本人以外（条
例第６条第２項
第８号該当）都
道府県、他市町
村
･実施機関内
（子育て支援
課、長寿包括ケ
ア課、障害福祉
課）

無 無

22 まえばしＦＯ
ＯＤタクシー
事業に係る未
収金精算事務

市長
政策部
交通政策課

新型コロナウイルス感
染拡大防止策として、
タクシーによる宅配
サービスを実施する。
精算時に注文情報記載
書類の添付を義務付け
るため。

道路運送法第
７８条第３号

前橋市内在住
者及び在勤者

令和2年5月1日 文書 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第９号該当）事
業者

無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

23 ＩＣＴを活用
した中学３年
生の学習支援
事務

教育委員会
教育委員会事務局
総務課

オンライン学習環境を
持たない生徒や、先の
オンライン学習環境調
査に回答しなかった生
徒の状況確認し、学校
教育課及び中学校・特
別支援学校と情報共有
の上、中学３年生の生
徒全員がＩＣＴを活用
した学習支援を受けら
れる環境を構築しよう
とするもの。

教育基本法第
５条第３項
（義務教育機
会の保障）

前橋市立中学
校・特別支援
学校の中学３
年生の生徒及
び保護者のう
ち、オンライ
ン学習環境を
持たない生徒
や、先のオン
ライン学習環
境調査に回答
しなかった生
徒

令和2年5月14日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

登校先学校
学年・クラス・
出席番号
インターネット
学習を行うため
の回線、端末の
有無、整備予定
の有無
端末貸与希望の
有無
電話番号

無 ･本人 無 無

24 前橋市高齢者
避難情報コー
ルサービス関
係事務

市長
総務部
防災危機管理課

避難情報伝達の効果を
向上させるために、携
帯電話を保有しておら
ず「緊急速報メール」
及び「まちの安全ひろ
メール」を受信できな
い高齢者世帯に対し
て、自宅固定電話に避
難情報等をシステムか
ら電子音声で一斉伝達
するもの。

前橋市高齢者
避難情報コー
ルサービス登
録申請者

令和2年6月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号（固定
電話）、世帯員
の氏名及び生年
月日

無 ･本人
･実施機関内
（市民課）

無 無

25 前橋文学館管
理運営事務
（入館用　入
館者健康
チェック表）

市長
文化スポーツ観光部
文化国際課

新型コロナウイルス感
染拡大予防、感染者発
生時の連絡追跡のた
め。

群馬県イベン
ト等実施ガイ
ドライン（美
術館・博物館
編）

前橋文学館　
観覧入館者及
び、同居家族

令和2年6月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

居住地（都道府
県・市区町村ま
で）、電話、本
人及び同居家族
の健康症状、入
館時の体温、１
４日以内感染流
行地域への訪問
有無・訪問先

無 ･本人 無 無

26 赤城大沼湖面
利用適正化業
務

市長
文化スポーツ観光部
観光振興課

赤城大沼の適正な利用
を目的とした「赤城大
沼湖面利用適正化業
務」受託に伴う、持ち
込み船（カヌー・カ
ヤック）の受付等業務
を行うため。

赤城大沼にカ
ヌー又はカ
ヤックを持ち
込み利用しよ
うとする者

令和2年6月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

利用日、電話番
号、利用目的

無 ･本人 無 無

27 保健所診療業
務

市長
健康部
保健総務課

診療所における医療
サービスの提供、医療
保険事務（保険事務の
委託、審査支払期間へ
のレセプトの作成）、
管理運営業務（会計・
経理、医療事故等の報
告）

医師法、健康
保険法

患者 令和2年6月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、被保
険者証の区分・
被保険者手帳の
記号・番号、公
費負担医療の受
給者番号、生活
状況、傷病・心
身の状況、車両
情報、職業、既
往歴

無 ･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

28 前橋市花き生
産者支援金交
付事務

市長
農政部
農政課

新型コロナウイルス感
染症拡大の影響等を受
けている市内の花き生
産者を対象として、支
援金の交付を行うも
の。

前橋市花き生
産者支援金交
付要綱

前橋市花き生
産者支援金交
付申請者

令和2年6月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、２０
１９年分花き販
売額、振込先口
座情報（金融機
関・支店名、預
金種別、口座番
号、口座名義
人）、青色申
告・白色申告内
容

無 ･本人 無 無

29 前橋市酪農・
肉用牛生産者
支援金交付事
務

市長
農政部
農政課

新型コロナウイルス感
染症拡大の影響等を受
けている市内の酪農・
肉用牛生産者を対象と
して、支援金の交付を
行うもの。

前橋市酪農・
肉用牛生産者
支援金交付要
綱

前橋市酪農・
肉用牛生産者
支援金交付申
請者

令和2年6月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、飼養
状況、振込先口
座情報（金融機
関・支店名、預
金種別、口座番
号、口座名義
人）、青色申
告・白色申告内
容

無 ･本人 無 無

30 西消防署利根
分署敷地内防
犯カメラ設
置・運営事業

消防長
消防局
西消防署

西消防署利根分署敷地
内に防犯カメラを設置
することで、犯罪行為
の抑止を図る。また、
撮影した画像を一定期
間、保存する。

前橋市消防局
防犯カメラの
設置及び運用
に関する要綱

防犯カメラ記
録範囲を通行
する人及び車
両

令和2年6月11日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿、自動車登
録番号、車両番
号

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第９号該当）防
犯カメラより収
集

無 無

31 子育てひろば
管理運営事務
（利用者受付
票）

市長
福祉部
子育て施設課

感染者発生時の連絡追
跡を可能とし、新型コ
ロナウイルスの感染拡
大を防止するため。

群馬県イベン
ト等実施ガイ
ドライン

子育てひろば
利用者

令和2年6月15日 文書 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、利用
人数、利用者の
健康状態、入館
時の体温、利用
時間

無 ･本人 無 無

32 ひとり親世帯
臨時特別給付
金支給事業事
務

市長
福祉部
子育て支援課

ひとり親世帯臨時特別
給付金の支給のため。

ひとり親世帯
臨時特別給付
金支給事業実
施要綱

令和２年６月
分児童扶養手
当の受給者　
　
令和２年３月
までの児童扶
養手当の受給
資格者

令和2年6月16日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定年月日、開
始年月、支給要
件該当日、支払
履歴、認定区
分、対象児童、
世帯情報、所得
情報（受給者・
受給資格者、扶
養義務者）、電
話番号、口座情
報、公的年金情
報

無 ･本人
･実施機関内
（子育て支援
課）

無 無

33 前橋市果樹産
地計画見直し
に係るアン
ケートによる
生産者の意向
調査

市長
農政部
農政課

今年見直しの年となっ
ている「前橋市果樹産
地計画」の内容見直し
のため、市内の果樹生
産者に対しアンケート
を行うもの。

市内果樹生産
者（ナシ、リ
ンゴ、モモ、
スモモ、ウ
メ、ブドウ、
カキ）

令和2年6月17日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

年齢、農業後継
者の氏名・年
齢、認定農業者
への登録状況、
経営状況、圃場
地区、栽培面
積、販売額、販
売量、今後の経
営に関しての意
向、農業共済の
加入状況、収入
保険の加入状
況、電話番号

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第２号該当）果
樹関係団体

無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

34 前橋市富士見
支所庁舎及び
敷地内防犯カ
メラ設置・運
営事業

市長
市民部
富士見支所

前橋市富士見支所敷地
内に防犯カメラを設置
することで、犯罪行為
の抑止を図る。また、
撮影した画像を一定期
間保存する。

前橋市富士見
支所防犯カメ
ラの設置及び
運用に関する
要項

防犯カメラ記
録範囲を通る
通行人

令和2年7月1日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿、自動車登
録番号・車両番
号（ナンバープ
レート）

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第９号該当）　
防犯カメラから
収集

無 無

35 公立保育所用
保護者連絡
サービス利用
業務

市長
福祉部
子育て施設課

公立保育所から保育
サービスを利用する保
護者への連絡

公立保育所の
保育サービス
を利用する保
護者・児童

令和2年7月1日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

メールアドレス 無 ･本人 無 無

36 児童館管理運
営事務（健康
状態申告書）

市長
福祉部
子育て施設課

感染者発生時の連絡追
跡を可能とし、新型コ
ロナウイルスの感染拡
大を防止するため。

児童館のため
の新型コロナ
ウイルス感染
症対策ガイド
ライン

児童館利用者 令和2年7月1日 文書 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、利用
者の健康状態、
入館時の体温、
利用年月日、１
４日以内の海
外・県外への訪
問の有無

無 ･本人 無 無

37 前橋市地域ケ
ア会議

市長
福祉部
長寿包括ケア課

要介護被保険者その他
厚生労働省令で定める
被保険者（以下、支援
対象者保険者）への適
切な支援を図るために
必要な検討を行うとと
もに、支援対象被保険
者が地域おいて自立し
た日常生活を営むため
に必要な支援体制に関
する検討を行う。

介護保険法第
１１５条の４
８

要介護被保険
者その他厚生
労働省令で定
める被保険者
（以下、支援
対象者保険
者）

令和2年7月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状態（健康
状態・病歴・障
害・身体的特性・
能力）、家族状
況、親族構成・続
柄、居住関係、生
活歴（婚姻、離
婚、職業、職
歴）、公的扶助、
納税状況、介護保
険認定状況、介護
保険給付状況、生
活機能に関する基
本チェックリスト
結果、電話番号、
健康上の相談（認
知証、心身のこ
と）、介護上の相
談（制度利用、介
護方法）、人権上
の相談（介護放
棄、虐待、悪徳商
法）、その他の健
康上及び生活上の
問題

[全部委託]
地域包括支援
センター

･本人
･本人以外（条
例第６条第２項
第６号該当）民
生委員、医療機
関（主治医）、
家族、介護支援
専門員、水道
局、消防局

･実施機関内
（社会福祉課、
介護保険課、障
害福祉課、保健
予防課、健康増
進課、子育て支
援課、市民課、
市民税課、国民
健康保険課、建
築住宅課、防災
危機管理課）

無 無

38 前橋市園芸施
設被覆材等張
替支援事業

市長
農政部
農政課

園芸施設の機能維持の
ため被覆材等の張替え
支援を行うことで、施
設園芸農家の経営の安
定と農業都市である本
市の継続的な農業振興
を図る。

令和２年度前
橋市園芸施設
被覆材等張替
支援事業補助
金交付要項

前橋市園芸施
設被覆材等張
替支援事業補
助金交付申請
者

令和2年7月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、農家
世帯番号、償却
資産申告内容、
固定資産税課税
内容、所得税申
告内容、振込先
口座情報（金融
機関・支店名、
預金種別、口座
番号、口座名義
人）、納税状
況、事業計画、
収支状況、消費
税の課税区分

無 ･本人
･実施機関内
（資産税課）

無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
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管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
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39 前橋市ＣＳＦ
（豚熱）予防
対策事業補助
金交付事務

市長
農政部
農政課

前橋市内でのＣＳＦ
（豚熱）の発生を防止
するため、同ワクチン
接種費用の一部を補助
を行うもの。

前橋市ＣＳＦ
（豚熱）予防
対策事業補助
金交付要項

前橋市ＣＳＦ
（豚熱）予防
対策事業補助
金交付申請者

令和2年7月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、振込
先口座情報（金
融機関・支店
名、預金種別、
口座番号、口座
名義人）、領収
書等取引状況、
納税状況、収支
状況、事業内容

無 ･本人 無 無

40 前橋結婚応援
パートナー支
援事業「縁活
カフェ」

市長
政策部
政策推進課

婚活イベント開催にあ
たり、参加者に対する
当日アンケートを実施
するため。

上記事業に係
るイベント参
加者（年間８
回予定）

令和2年7月18日 電子記憶媒体 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☑性別
☐生年月日
☐住所

年齢、居住地、
職業、メールア
ドレス、事業に
関する意見・感
想

無 ･本人 無 無

41 前橋市保育支
援員配置促進
支援事業補助
金

市長
福祉部
子育て施設課

保育士免許を有しない
ものを保育支援員とし
て配置した施設に対し
て補助金を交付するた
め、保育支援員として
採用された方の履歴書
を提出してもらい補助
金の交付要件に適合し
ているかを判別するた
め。

令和２年度前
橋市保育支援
員配置促進支
援事業補助金
交付要項

市内保育関係
施設で保育支
援員として採
用されたもの

令和2年7月20日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、本
籍、健康状態、
病歴、家族状
況、職業・職
歴、学歴

無 ･本人以外（条
例第６条第２項
第２号該当）保
育関係施設

無 無

42 令和２年度前
橋市クビアカ
ツヤカミキリ
防除薬剤（農
家）配布業務

市長
農政部
農政課

特定外来生物に指定さ
れたクビアカツヤカミ
キリが前橋市内で確認
されたことを受け、被
害対象木であるモモ、
ウメ等の生産者に対
し、注意喚起を行うと
ともに、薬剤を配布
し、クビアカツヤカミ
キリの発生防止及び発
生初期段階での対策支
援を行う。

モモ、ウメ等
の生産者（薬
剤配布申込申
請者）

令和2年8月28日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、生産
作物、樹園地
区、樹園面積、
ＪＡ前橋市果樹
部会加入状況

[全部委託]
ＪＡ前橋市

･本人 無 無

43 白樺牧場のレ
ンゲツツジを
守るボラン
ティア作業

市長
文化スポーツ観光部
観光振興課

ボランティア作業実施
にあたり新型コロナウ
イルス感染症対策とし
て提出してもらう健康
状態申告書に個人情報
が含まれるため。

ボランティア
作業参加者

令和2年9月27日 文書 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

年齢、電話番
号、健康状態

無 ･本人 無 無

44 前橋市文化芸
術活動奨励金
交付事業

市長
文化スポーツ観光部
文化国際課

新型コロナウイルス感
染症による影響の長期
化を踏まえ、発表・制
作等の機会を失ってい
る文化芸術団体・個人
の継続的な活動を支援
するため。

前橋市文化芸
術活動奨励金
申請者

平成2年10月5日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、口座
情報（金融機
関、預金種別、
口座番号、口座
名義）、所属
（職業）、メー
ルアドレス、収
支予算、活動
ジャンル、活動
拠点、活動履歴

無 ･本人 無 無

45 おくやみ相談
窓口

市長
市民部
市民課

ご遺族がどのような手
続きをどこの窓口で行
うか困っている方が多
いことから、必要な窓
口を案内、一部申請書
を印字し負担を軽減す
るもの。

死亡者、来庁
者

令和2年11月2日 文書 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

死亡日、葬儀の
日、続柄、電話
番号

無 ･本人 無 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

46 親御様向け結
婚相談会

市長
政策部
政策推進課

事業実施にあたり、参
加者等の個人情報や相
談内容を事前に把握す
ることで、円滑な事業
運営を図るもの（提出
された個人情報は、共
催事業者と共有予
定）。

イベント参加
者及び参加者
の子ども

令和2年11月9日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

職業、最終学
歴、結婚歴、子
どもの有無、電
話番号、相談内
容

無 ･本人
･本人以外（条
例第６条第２項
第６号該当）　
（家族）

無 無
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イ　個人情報取扱事務変更届

No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

1 調査事務 市長
財務部
収納課

平成10年10月1日 【個人情報の収集先】
市民課、市民税課、資産税課、国民健康保険課、社会福
祉課、会計課、契約監理課、資産経営課、生活課、子育
て支援課、ごみ減量課、廃棄物対策課、産業政策課、都
市計画課、道路建設課、道路管理課、建設住宅課、区画
整理課、市街地整備課、公園緑地課、公園管理事務所、
公営事業課

【個人情報の収集先】
左記に、次の項目を追加する。
経営企画課

実情に合わせて内容を見直すもの。

2 滞納処分事務 市長
財務部
収納課

平成10年10月1日 【個人情報取扱事務の目的（根拠法令）】
　－

【個人情報の記録項目（その他の項目）】
　識別番号、氏名、住所、電話番号、財産・収入、納税
状況

【個人情報の収集先】
市民課、市民税課、資産税課、国民健康保険課、社会福
祉課、会計課、契約監理課、資産経営課、生活課、子育
て支援課、ごみ減量課、廃棄物対策課、産業政策課、都
市計画課、道路建設課、道路管理課、建設住宅課、区画
整理課、市街地整備課、公園緑地課、公園管理事務所、
公営事業課

【個人情報取扱事務の目的（根拠法令）】
地方税法

【個人情報の記録項目（その他の項目）】
　左記に次の項目を追加する。
　性別、生年月日、本籍・国籍、健康状態・病歴、障
害、家族状況、結婚歴・離婚歴、親族関係、居住関係、
職業・職歴、学業・学歴、公的扶助、取引状況、犯罪

【個人情報の収集先】
左記に、次の項目を追加する。
経営企画課

実情に合わせて内容を見直すもの。

3 水道使用者台
帳関係事務

公営企業管理者
水道局
経営企画課

平成10年10月1日 【個人情報の経常的な目的外利用・目的外提供先】
　警察、裁判所、税務署、水道局指定水道工事店

【個人情報の経常的な目的外利用・目的外提供先】
　左記に収納課を加える。

実情に合わせて内容を見直すもの。

4 社会福祉法人
及び社会福祉
施設等指導監
査事務

市長
福祉部
指導監査課

平成24年5月30日 【個人情報の収集先（方法）】
　実施機関内（介護保険課、障害福祉課、子育て施設
課）

【個人情報の収集先（方法）】
　左記に社会福祉課を加える。

社会福祉法人に対する通報や不正が疑われる行
為が確認された場合、所管庁である社会福祉課
と情報共有を図り、迅速に所要の対応を図るた
め。

5 成人（一般）
関係事務（成
人学校）（中
央公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（成人学校）（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
  -

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

6 成人（家庭教
育）関係事務
（中央公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人（家庭教育）講座の適正な運営
【個人情報の対象者の範囲】
　成人（家庭教育）講座受講生及びボランティア
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
  -

個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

7 生涯学習関係
事務（中央公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員研修会の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
  -

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

8 青少年関係事
務（中央公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　青年教室の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（中央公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

9 成人（一般）
関係事務（上
川淵公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動推進事業の円滑な運営を図る
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

10 成人（一般）
関係事務（成
人学校）（上
川淵公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（成人学校）（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（上川淵公民
館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

11 成人（家庭教
育）関係事務
（上川淵公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営のため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

12 生涯学習関係
事務（上川淵
公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

13 青少年関係事
務（上川淵公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年地域活動事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　青少年地域活動事業参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（上川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

14 成人（一般）
関係書（下川
淵公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係書（下川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学級・講座の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　学級・講座の受講生並びに学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（下川淵公民
館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

15 成人（家庭教
育）関係事務
（下川淵公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（下川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（下川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

16 生涯学習関係
事務（下川淵
公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（下川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員研修事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員研修事業の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（下川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

17 青少年関係事
務（下川淵公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（下川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年地域活動事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　青少年地域活動事業参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（下川淵公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

18 成人（一般）
関係事務（成
人学校）（芳
賀公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（成人学校）（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

19 成人（一般）
関係事務（地
域づくり）
（芳賀公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（地域づくり）（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

20 成人（家庭教
育）関係事務
（芳賀公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

21 生涯学習関係
事務（芳賀公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な推進を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

22 青少年関係事
務（芳賀公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　諸活動推進事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　諸活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

23 成人（一般）
関係事務（成
人学校）（桂
萱公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（成人学校）（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

24 成人（一般）
関係事務（地
域づくり）
（桂萱公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（地域づくり）（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図る
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

25 成人（家庭教
育）関係事務
（桂萱公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営のため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（芳賀公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

26 生涯学習関係
事務（桂萱公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

27 青少年関係事
務（桂萱公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（桂萱公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

28 成人（一般）
関係事務（東
公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　東成人学校・公民館講座・生きがいづくり１日入門講
座・地域づくり活動推進事業の適正な運営
【個人情報の対象者の範囲】
　各事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

29 成人（家庭教
育）関係事務
（東公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　東家庭教育学級の円滑な運営
【個人情報の対象者の範囲】
　東家庭教育学級の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

30 生涯学習関係
事務（東公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な推進を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等研修会参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

31 青少年関係事
務（東公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年地域活動事業（仲間づくり）の適正な運営
【個人情報の対象者の範囲】
　青少年地域活動事業（仲間づくり）の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（東公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

32 成人（一般）
関係事務（元
総社公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（元総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校等の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人（一般）講座の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（元総社公民
館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

33 成人（家庭教
育）関係事務
（元総社公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（元総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（元総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

34 生涯学習関係
事務（元総社
公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（元総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（元総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

35 青少年関係事
務（元総社公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（元総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　ガキ大将スクールの円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　ガキ大将スクールの参加者及び保護者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号、家族状況

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（元総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、家族状況、メールアドレス、口座情報、健康
状態、学年（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

36 成人（一般）
関係事務（成
人学校）（総
社公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（成人学校）（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図る
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

37 成人（一般）
関係事務（地
域づくり）
（総社公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（地域づくり）（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図る
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

38 成人（家庭教
育）関係事務
（総社公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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39 生涯学習関係
事務（総社公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

40 青少年関係事
務（総社公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（総社公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

41 成人（一般）
関係事務（南
橘公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

42 成人（一般）
関係事務（南
橘公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

43 成人（家庭教
育）関係事務
（南橘公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

44 生涯学習関係
事務（南橘公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

45 青少年関係事
務（南橘公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

46 成人（一般）
関係事務（成
人学校）（清
里公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（成人学校）（清里公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（清里公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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47 成人（一般）
関係事務（地
域づくり）
（清里公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図る
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（清里公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

48 成人（家庭教
育）関係事務
（清里公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（清里公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（清里公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

49 生涯学習関係
事務（清里公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な推進を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（清里公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

50 青少年関係事
務（清里公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（清里公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営のため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（南橘公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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51 成人（一般）
関係事務（永
明公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学級・講座の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　学級・講座の受講生と学級生並びに地区文化祭関係者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

52 成人（家庭教
育）関係事務
（永明公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

53 生涯学習関係
事務（永明公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員研修事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員研修事業の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

54 青少年関係事
務（永明公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年地域活動事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　青少年地域活動事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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55 成人（一般）
関係事務（城
南公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　成人学校の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　成人学校の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

56 成人（一般）
関係事務（城
南公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図る
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

57 成人（家庭教
育）関係事務
（城南公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営のため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

58 生涯学習関係
事務（城南公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な推進を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（永明公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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59 青少年関係事
務（城南公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（城南公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

60 成人（一般）
関係事務（大
胡公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　公民館講座の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　公民館講座の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

61 成人（一般）
関係事務（大
胡公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

62 成人（家庭教
育）関係事務
（大胡公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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63 生涯学習関係
事務（大胡公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な推進を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

64 青少年関係事
務（大胡公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（大胡公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

65 成人（一般）
関係事務（宮
城公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　公民館講座の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　公民館講座の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

66 成人（一般）
関係事務（宮
城公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

25



No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

67 成人（家庭教
育）関係事務
（宮城公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

68 生涯学習関係
事務（宮城公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な推進を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

69 青少年関係事
務（宮城公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

70 成人（一般）
関係事務（粕
川公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　公民館講座の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　公民館講座の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
学び合い、人権、地域ふれあい関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　学び合い、人権、地域ふれあい事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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71 成人（一般）
関係事務（粕
川公民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（一般）関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　地域づくり活動促進事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　地域づくり活動推進事業の参加者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
自主学習グループ活動支援関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　自主学習グループ活動支援事業の円滑な運営を図るた
め
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

72 成人（家庭教
育）関係事務
（粕川公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
成人（家庭教育）関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　家庭教育学級の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　家庭教育学級の学級生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
子育て、親子支援関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　子育て、親子支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

73 生涯学習関係
事務（粕川公
民館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習の円滑な推進を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員等の研修の受講生
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

74 青少年関係事
務（粕川公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
青少年関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　少年教室の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　少年教室の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
青少年体験・チャレンジ活動関係事務（宮城公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　青少年体験・チャレンジ活動の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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75 富士見公民館
生涯学習奨励
員関係事務

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
富士見公民館生涯学習奨励員関係事務
【個人情報取扱事務の目的】
　富士見地区の生涯学習の推進を図るために置く生涯学
習奨励員の名簿を作成し、活動の援助や、研修会の円滑
な運営を図る。
【個人情報の対象者の範囲】
　生涯学習奨励員
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習奨励員活動支援関係事務（富士見公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、年
齢、容姿

事業区分（名称）の見直しによるもの。また、
新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

76 生涯学習推進
事業関係事務

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
生涯学習推進事業関係事務
【個人情報取扱事務の目的】
　前橋市生涯学習奨励員委嘱のため推薦書の提出を依頼
する。前橋市生涯学習推進協議会委員の委嘱に伴い、関
係機関等に該当
【個人情報の対象者の範囲】
　公演会及び講座の講師、前橋市生涯学習奨励員、前橋
市生涯学習推進協議会委員
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号、職業・職歴

【個人情報取扱事務の目的】
　生涯学習奨励員活動支援事業及び生涯学習奨励員委嘱
関係事務、出前講座等生涯学習推進事業の円滑な運営を
図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　前橋市生涯学習奨励員、受講生及びその家族、運営に
協力するボランティア、講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、職業・職歴、メールアドレス、口座情報、健
康状態、年齢、容姿

新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

77 コミュニティ
センター社会
教育事業

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
　コミュニティセンター社会教育事業
【個人情報取扱事務の目的】
コミュニティセンターの社会教育事業の円滑な運営を図
るため
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営協力するボランティア
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

78 ボランティア
育成事務

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
　ボランティア育成事務
【個人情報取扱事務の目的】
ボランティア育成講座の円滑な運営
【個人情報の対象者の範囲】
　ボランティア育成講座受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。

79 集会所指導事
業関係事務
（粕川公民
館）

教育委員会
教育委員会事務局
生涯学習課

平成30年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
　集会所指導事業関係事務（粕川公民館）
【個人情報取扱事務の目的】
集会所指導事業の円滑な運営を図るため
【個人情報の対象者の範囲】
　パソコン教室・学習会の受講者
【保管方法】
　文書
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
　電話番号

【個人情報取扱事務の名称】
　人権教育関係書事務（粕川公民館）
【個人情報の対象者の範囲】
　受講生及びその家族、運営に協力するボランティア、
講師
【保管方法】
　文書、電子記憶媒体
【個人情報の記録事項（その他の項目）】
電話番号、メールアドレス、口座情報、健康状態、学年
（年齢）、容姿

新しい生活様式等多様化するニーズに対応した
社会教育事業の推進を図るため。
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80 人・農地問題
解決加速化支
援事業

市長
農政部
農政課

令和2年3月31日 【個人情報取扱事務の目的】
地域農業マスタープランの作成、決定及び農地利用集積
協力金交付事務を行うため。
【個人情報の対象者の範囲】
地域農業の中心なる経営体（個人、法人、集落営農）及
びその経営者へ農地の集積を協力する農業者
【個人情報の記録項目（その他の項目）】
年齢、農地情報（地目、地番、面積）、後継者の有無、
農業経営状況の現状と計画（作目、経営規模）、経営発
展のため今後取組もうとする内容、活用を見込んでいる
施策、経営形態、認定農業者資格、農地中間管理機構か
らの農地借入希望の有無
【個人情報の収集先】
本人

【個人情報取扱事務の目的】
人・農地プランの作成、決定、実質化に向けたアンケー
ト調査及び農地利用集積協力金交付事務を行うため。
【個人情報の対象者の範囲】
地域農業の中心なる経営体（個人、法人、集落営農）及
びその経営者へ農地の集積を協力する農業者、市内に農
地を所有するもの
【個人情報の記録項目（その他の項目）】
電話番号、年齢、農地情報（地目、地番、面積）、後継
者の有無、農業経営状況の現状と計画（作目、経営規
模）、経営発展のため今後取組もうとする内容、活用を
見込んでいる施策、経営形態、認定農業者資格、農地中
間管理機構からの農地借入又は農地中間管理機構への貸
付希望の有無、農地の利用状況や将来の意向
【個人情報の収集先】
本人、本人以外（条例第６条第２項第６号該当）農業委
員会事務局

事業実施の根拠法令である人・農地問題解決加
速化支援事業実施要綱が改正され、人・農地プ
ランを実質化するためのアンケート調査を行う
こととなり、事務の目的、個人情報の対象者、
収集する個人情報の範囲、収集先を変更する必
要がでたため。

81 群馬県警察認
知症高齢者等
事前登録制度

市長
福祉部
長寿包括ケア課

令和2年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
群馬県警察認知症高齢者等事前登録制度
【個人情報取扱事務の目的　根拠法令】
群馬県警察認知症高齢者等事前登録制度施行実施要領
【個人情報の記録項目（その他の記録項目）】
電話番号、申請理由、身体的特徴、受診医療機関、既往
歴・現病歴、介護保険サービス利用状況、Ｅメールアド
レス、生活状況、容姿

【個人情報取扱事務の名称】
事前登録制度事業
【個人情報取扱事務の目的　根拠法令】
前橋市事前登録制度実施要綱
【個人情報の記録項目（その他の記録項目）】
左記に静脈データを加える。

群馬県警察が令和元年度末で本事業を終了する
ため、令和２年度より前橋市の事業として実施
することに伴い、個人情報取扱事務の名称及
び、根拠法令の変更を行うもの。
また、事業の見直しにより、事前登録制度に含
まれていたＧＰＳ端末貸出事業を独立させ、事
前登録制度と事業を分割させるもの。
※ＧＰＳ端末貸出事業は、別途開始届提出済。

82 前橋市耕作放
棄地作付促進
事業補助金交
付事務

市長
農政部
農政課

令和2年4月22日 【個人情報取扱事務の名称】
前橋市耕作放棄地作付促進事業補助金交付事務

【個人情報取扱事務の目的】
　市補助事業を活用し平成３０年４月１日から令和２年
（２０２０）２月２９日までに再生した農地における営
農定着に必要な経費に対する補助金交付事務に使用する
ため。

【個人情報取扱事務の名称】
前橋市耕作放棄地作付促進事業奨励金交付事務

【個人情報取扱事務の目的】
　前橋市耕作放棄地作付促進事業を活用し再生した農地
における作付奨励金交付事務に使用するため。

奨励金として交付しているため、名称変更を行
うもの。
また、毎年度継続実施している事業となるた
め、個人情報の取扱期間を定めた文言を削除す
るもの。

83 スポーツ施設
管理者運営事
務

市長
文化スポーツ観光部
文化国際課

令和2年5月24日 【個人情報の記録項目（その他の項目）】
　勤務先（学校名）　（前橋市在住以外の場合のみ）
　勤務先住所（学校住所）　（前橋市在住以外の場合の
み）

【個人情報の記録項目（その他の項目）】
　勤務先（学校名）　
　勤務先住所（学校住所）

新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえて、
これまで市内在住者以外のみ個人情報を収集し
ていたものを、市内、市外に関わらず、全ての
予約申請者から個人情報を収集する必要が出た
ため、「前橋市在住以外の場合のみ」の表記を
削除するもの。

84 敬老祝金贈与
事業

市長
福祉部
長寿包括ケア課

令和2年7月10日 【個人情報の対象者の範囲】
　当該年度３月３１日現在で年齢要件に該当する者
　該当年齢：80歳・88歳・90歳・99歳・100歳以上
【個人情報の記録項目（基本的項目）】
識別番号、氏名、性別、生年月日・年齢、住所
【個人情報の記録項目（その他の項目）】
なし
【委託又は指定管理者による管理】
　有　委託（一部）敬老祝金の配布（自治会）
【個人情報の収集先】
　実施機関内（市民課）

【個人情報の対象者の範囲】
当該年度の３月３１日現在で年齢要件に該当する者
　該当年齢：80歳・88歳・100歳
【個人情報の記録項目（基本的項目）】
左記に電話番号を加える。
【個人情報の記録項目（その他の項目）】
左記に口座情報を加える。
【委託又は指定管理者による管理】
　無
【個人情報の収集先】
　左記に本人を加える。

本業務は、例年自治会に委託して祝金の支給を
行っていた。自治会から祝金を支給できなかっ
たものは、口座振込により支給していたが、数
量としては散見される程度であるため、変更を
行っていなかった。本年度より自治会の負担を
無くすこと、及び新型コロナウイルス感染拡大
防止を目的として、敬老祝金の支給方法を全て
口座振込に変更することとした。このことに伴
い、改めて個人情報取扱事務の内容を見直すも
の。
また、該当年齢要件を平成２９年に縮小してい
たが変更が漏れていたため、このことについて
も変更する。

85 回生電動アシ
スト自転車を
活用した市民
モニタリング
事業

市長
政策部
交通政策課

令和2年9月1日 【個人情報の対象者の範囲】
本市に住民票を有するシニア（６０歳以上）及び子育て
世代（２歳～５歳を子育て中）の者

【個人情報の対象者の範囲】
本市に住民票を有する一般（６０歳未満）、シニア（６
０歳以上）、子育て世代（２歳～５歳を子育て中）の者
及び本市内に店舗を有する事業者の代表者及び従業員

回生電動アシスト自転車を活用した市民モニタ
リング事業を実施するにあたり、市民モニター
を募集する。
第２期においては、モニター属性に一般（６０
歳未満）と事業者も追加するため。
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No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

86 母子健康教育
事務

市長
福祉部
子育て支援課

令和2年10月1日 【個人情報取扱事務の目的】
母と子に係わる健康教育
【個人情報の記録項目(その他の項目)】
電話番号、健康状態・病歴、障害、家族状況

【個人情報取扱事務の目的】
乳幼児や妊産婦、その家族や関係者等を対象に、妊娠、
出産、子育て等、健康や育児に関する知識の習得を目的
とした教室を実施するため。
【個人情報の記録項目(その他の項目)】
左記に電子メールアドレスを加える。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、
来所だけでなく、オンラインを利用した健康教
室を実施するに当たり、電子メールアドレスの
収集、利用による事業を進めていくため。

87 母子健康相談
事務

市長
福祉部
子育て支援課

令和2年10月1日 【個人情報取扱事務の目的】
母と子に係わる健康相談
【個人情報の記録項目(その他の項目)】
電話番号、健康状態・病歴、障害、家族状況

【個人情報取扱事務の目的】
乳幼児・妊産婦等を対象に、健康や育児上の心配等に対
する相談を実施するため。
【個人情報の記録項目(その他の項目)】
左記に電子メールアドレスを加える。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、
来所だけでなく、オンラインを利用した健康相
談を実施するに当たり、電子メールアドレスの
収集、利用による事業を進めていくため。

88 成人祝関係用
務

教育委員会
教育委員会事務局
青少年課

令和2年10月19日 【個人情報の記録項目（その他の項目）】
　-
【個人情報の収集先（方法）】
・本人以外（条例第６条第２項第７号該当）他の実施期
間

【個人情報の記録項目（その他の項目）】
左記に郵便番号、電話番号、メールアドレス、出身中学
校を追加する。
【個人情報の収集先（方法）】
・本人
・本人以外（条例第６条第２項第７号該当）市民課

新型コロナウイルス感染症対策のため。
郵便番号、電話番号及びメールアドレスについ
ては、新型コロナウイルス感染者が発生した際
に、濃厚接触者及び感染者本人と早急に連絡を
取り合うため。
出身中学校については、成人祝の座席を学校ご
とに分けることで、濃厚接触者の特定を迅速に
行うため。

89 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

令和2年10月26日 【基本的項目】
個人番号、その他識別番号、氏名、生年月日、住所
【その他の記録項目】
　電話番号、健康状態・病歴、障害、家族状況、結婚
歴・離婚歴、親族関係、職業・職歴、財産・収入、公的
扶助
【個人情報の収集先】
本人、他の官公庁、実施機関内
【個人情報（特定個人情報を除く）の経常的な目的外利
用・目的外提供先】
　税務署、都道府県、財務事務所、他市町村税務担当
課、他市町村児童・母子担当課、他市町村国民年金担当
課、日本年金機構、健康保険組合、福祉事務所、法務
局、警察、訴訟等の当事者、民事執行申立者、税理士

１【基本的項目】
「性別」を追加
２【その他の記録項目】
（１） 課税台帳記載事項等、家屋評価情報
（２） 公共料金・固定資産に関する契約状況　を追加
３【個人情報の収集先】
（１）本人以外に「農業委員会、水道局、電気供給会
社、ガス供給会社、電気通信供給会社、不動産会社」を
追加
（２）実施機関内に「社会福祉課、市民税課、区画整理
課、市街地整備課、資産経営課、建築指導課、衛生検査
課、収納課、市民課、生活課、農政課、農村整備課、都
市計画課、道路建設課、道路管理課、東部建設事務所、
公園緑地課、公園管理事務所、保健総務課」を追加。
４【個人情報（特定個人情報を除く）の経常的な目的外
利用・目的外提供先】
（１） 区画整理課、市街地整備課
（２） 収納課
（３） 子育て施設課
（４） 裁判所、裁判所が選任する評価人
（５） 他市町村国民健康保険担当課
（６） 国税局
（７） 公安委員会　を追加

実情に合わせて内容を見直すもの。
また、地方税法第３４３条第５項の適用によ
り、令和３年度以降の課税に向けて個人情報の
収集項目が追加となるため。
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エ　個人情報目的外利用等届出書（目的外利用）

No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

1 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 地方税法第２０条の１１の規定に基づき、公
売に向けた調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

収納課

2 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年10月26日
から

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

課税台帳記載事項、家屋評価情報 国税徴収法第１４６条の２の規定を準用及び
地方税法第２０条の１１の規定に基づき、差
押不動産公売に向けた調査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

収納課

3 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業換地処分業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

4 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業換地処分業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

5 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業換地処分業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

6 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業換地処分業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

7 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業補償算定業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

8 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月15日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業補償算定業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

9 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月15日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業補償算定業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

10 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業補償算定業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

11 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業補償算定業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

12 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

13 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地図、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

14 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

15 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

16 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

17 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

18 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

19 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月22日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

20 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月22日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

21 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地目、地積、地番、建築年、家
屋用途・構造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

22 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地番、建築年、家屋用途・構
造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

23 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、地番、建築年、家屋用途・構
造、床面積
評価額

土地区画整理法第７４条の規定に基づき、補
償金の算定資料として必要なため

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課

24 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月6日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、評価証明書 土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業補償算定業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

25 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、評価証明書（建築年、所在地
名、家屋番号、用途構造、床面積、評価額）

土地区画整理法第７４条により、土地区画整
理事業補償算定業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

市街地整備課

26 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年10月26日
から

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

課税台帳記載事項、家屋評価情報 土地区画整理法第７４条の規定に基づき、仮
換地の指定等に伴う補償金の算定等、土地区
画整理換地処分業務に使用するため。

条例第８条
第２項第１
号

区画整理課、市街
地整備課

27 交通指導員委
嘱事務

市長
政策部
交通政策課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

在職の有無及び履歴 国税徴収法第１４１条に基づき、調査への回
答に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

収納課

28 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年10月26日
から

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

課税台帳記載事項、家屋評価情報 児童福祉法第５６条第６項により、国税徴収
法第１４１条及び第１４６条の２の規定を準
用し、保育所保育料の滞納整理を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

子育て施設課

29 徴収関係事務 市長
財務部
収納課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

市税の本税及び延滞金の滞納の有無（無） 家庭用資源・ごみ収集カレンダー広告掲載に
伴い「市税に滞納がないこと」が必須条件と
なり、審査の判定に必要なため。

条例第８条
第２項第２
号

ごみ減量課
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

30 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

31 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

32 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

33 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月10日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

34 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

35 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

36 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

37 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

38 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

39 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

34



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

40 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

41 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

42 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

43 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月4日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

44 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

45 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

46 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

47 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

48 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

49 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

50 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月21日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

51 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

52 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

53 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

54 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

55 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月1日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

56 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月4日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

57 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月4日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

58 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月8日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

59 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月10日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

60 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋課税台帳情報 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

61 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

償却資産申告内容 前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業補助金
の交付に必要なため

条例第８条
第２項第２
号

農政課

62 社会福祉法人
設立認可等事
務

市長
福祉部
社会福祉課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

平成24年5月30日
から

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、財産・収入（認可申請者）、資格（役
員）、親族関係、年齢、職業、職歴、学業、
学歴（認可申請者、役員）

社会福祉法人の設立認可等に関する情報を指
導監査課に提供することにより、社会福祉法
に基づく指導監査における所要の確認及び検
討を行い、社会福祉法人の健全で適正な運営
の確保を図るため。

条例第８条
第２項第５
号

指導監査課

63 児童手当支給
事務

市長
福祉部
子育て支援課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和2年5月15日か
ら令和2年12月28
日まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定年月日、開始年月、電話番号、支払履
歴、認定区分、口座情報、要件児童

「前橋市子育て世帯臨時特別給付金支給事業
実施要綱」に基づいて、申請者が支給対象に
なるかどうかを審査する際に、児童手当受給
状況等を参照する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

子育て支援課

64 児童扶養手当
支給事務

市長
福祉部
子育て支援課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和2年6月16日か
ら令和3年3月31日
まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定年月日、開始年月、支給要件該当日、支
払履歴、認定区分、対象児童、世帯情報、所
得情報（受給者・受給資格者、扶養義務
者）、電話番号、口座情報、公的年金情報

「前橋市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事
業実施要綱」に基づいて、申請者が支給対象
になるかどうかを審査する際に、児童扶養手
当受給状況等を参照する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

子育て支援課

65 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

平成24年6月1日か
ら

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

介護保険施設・介護保険事業所及び有料老人
ホーム等に関する苦情及び高齢者虐待情報、
本人状況、家族状況、認定情報、事業所名、
給付実績情報

介護保険施設等に関する苦情及び通報等の情
報を指導監査課及び長寿包括ケア課に提供す
ることにより、介護保険法に基づく指導及び
監査の実施について関係課で検討し所要の対
応を行うことで、介護保険制度の健全で適正
な運営の確保を図るため。

条例第８条
第２項第５
号

指導監査課、長寿
包括ケア課

66 介護給付費等
支給決定事務

市長
福祉部
障害福祉課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月22日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

入所施設名称 「高齢者の医療の確保に関する法律」第１２
５条により群馬県後期高齢者医療広域連合が
実施する後期高齢者健康診査において、同法
に基づく「特定健診及び特定保健指導の実施
に関する基準」第１条第１項及び「平成２０
年厚生労働省告示第３号」第６号により、
「障害者支援施設」及び「独立行政法人国立
重度知的総合施設のぞみの園」の入所者はそ
の対象者から除外されることとなっており、
群馬県後期高齢者医療広域連合及び後期高齢
者医療を所管する国民健康保険課において入
所者を把握する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

国民健康保険課

67 介護給付費等
支給決定事務

市長
福祉部
障害福祉課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

入所施設名称、入所施設住所 「高齢者の医療の確保に関する法律」第２０
条第１項により実施する特定健康診査におい
て、「特定健診及び特定保健指導の実施に関
する基準」第１条第１項及び「平成２０年厚
生労働省告示第３号」により、「障害者支援
施設」及び「独立行政法人国立重度知的総合
施設のぞみの園」の入所者はその対象者から
除外されることとなっており、国民健康保険
課において入所者を把握する必要があるた
め。

条例第８条
第２項第５
号

国民健康保険課
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

68 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

宛名番号・所有者名・所有者住所・所在地・
家屋番号・登記面積・現況面積・用途・種
類・資産番号

前橋市住居表示に関する条例第３条第４項に
基づき、住居表示の住居番号を変更した家屋
の関係人に通知するため、個人情報を提供す
るもの。

条例第８条
第２項第５
号

市民課

69 介護予防・日
常生活支援総
合事業（新し
い総合事業）

市長
福祉部
長寿包括ケア課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年4月1日か
ら

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

介護保険施設・介護保険事業所及び有料老人
ホーム等に関する苦情及び高齢者虐待情報、
本人状況、家族状況、認定情報、事業所名、
給付実績情報

介護保険施設等に関する苦情及び通報等の情
報を指導監査課及び介護保険課と共有し、介
護保険法に基づく指導及び監査の実施につい
て関係課で検討し所要の対応を行うことで、
介護保険制度の健全で適正な運営の確保を図
るため。

条例第８条
第２項第５
号

指導監査課、介護
保険課

70 老人ホーム措
置

市長
福祉部
長寿包括ケア課

☑利用
☐提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年4月1日か
ら

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

介護保険施設・介護保険事業所及び有料老人
ホーム等に関する苦情及び高齢者虐待情報、
本人状況、家族状況、認定情報、事業所名、
給付実績情報

介護保険施設等に関する苦情及び通報等の情
報を指導監査課及び介護保険課と共有し、介
護保険法に基づく指導及び監査の実施につい
て関係課で検討し所要の対応を行うことで、
介護保険制度の健全で適正な運営の確保を図
るため。

条例第８条
第２項第５
号

指導監査課、介護
保険課

71 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月21日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

入所施設名称、入所施設住所 群馬県後期高齢者医療広域連合が実施する後
期高齢者健康診査において、一定の施設に入
所している人を対象者から除外するため。

条例第８条
第２項第５
号

国民健康保険課

72 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

入所施設名称、入所施設住所、入所施設種類 国民健康保険特定健康診査において、一定の
施設に入所している人を対象者から除外する
ため

条例第８条
第２項第５
号

国民健康保険課

73 学籍事務 教育委員会
教育委員会事務局
学校教育課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月21日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

中学３年生及び特別支援学校中学部３年生の
全生徒の児童番号、学校番号、学校名（略
称）、学年（略称）、クラス

コロナ禍における、学校の一斉休業や、大規
模な出席停止措置等において、Ｇｏｏｇｌｅ
の教育クラウドサービスを活用して中学校３
年生の学習の機会の確保（教育基本法第３
条）を図るもの。
また、上記の実現のため、依頼する個人情報
にて、生徒のＧｏｏｇｌｅアカウントを作成
し、中学校３年生全員にＩＣＴを活用した学
習支援を受けられる環境を構築しようとする
もの。

条例第８条
第２項第５
号

教育委員会事務局
総務課

74 就学援助 教育委員会
教育委員会事務局
学校教育課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月19日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

在籍学校名、学年 コロナ禍における就学援助受給世帯に余剰給
食用食材を贈与するために、学校経由で通知
を送るに当たり、該当者の個人情報が必要で
あるため。

条例第８条
第２項第７
号

教育委員会事務局
総務課

75 農業経営改善
計画認定事務

市長
農政部
農政課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年12月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

認定期間（認定日、満了日）、共同申請者
（一部該当者のみ）、法人名（一部該当者の
み）

令和３年度群馬県小規模農村整備事業実施要
領第３別表１中の農業生産基盤保全事業・農
地集積促進は事業実施要件が事業実施予定地
区の担い手等への農地利用集積率１０％以上
増が見込まれることが確実であることとなっ
ており、地区内の土地所有者及び権利者が認
定農業者等、担い手であるかの確認が必須と
なっているため。

条例第８条
第２項第７
号

農村整備課
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オ　個人情報目的外利用等届出書（目的外提供）

No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

1 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索する必要があるた
め。

条例第８条
第２項第１
号

仙台法務局 無

2 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、筆頭者、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索する必要があるた
め。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方法務
局

無

3 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索するにあたり、第
８条による情報提供を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方法務
局

無

4 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索するにあたり、第
８条による情報提供を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

仙台法務局 無

5 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索するにあたり、第
８条による情報提供を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
法務局

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

6 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索するにあたり、第
８条による情報提供を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方法務
局

無

7 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索するにあたり、第
８条による情報提供を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方法務
局

無

8 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 表題部所有者不明土地の登記及び管
理の適正化に関する法律第３条第１
項に基づき、表題部所有者不明土地
の所有者等を探索するにあたり、第
８条による情報提供を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方法務
局

無

9 水道使用者台
帳関係事務

公営企業管理者
水道局
経営企画課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

お客様番号、所在地住所、使用者（氏名・住
所）、送付先（氏名・住所）、所有者（氏
名・住所）、開閉区分、開閉栓日（開始日・
中止日）、上下水指針、前回上下水指針、上
下水水量、検針年月日

空家等対策の推進に関する特別措置
法第１０条第１項に基づく調査に使
用するため。

条例第８条
第２項第１
号

建築住宅課 無

10 水道使用者台
帳関係事務

公営企業管理者
水道局
経営企画課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

お客様番号、所在地住所、使用者（氏名・住
所）、送付先（氏名・住所）、所有者（氏
名・住所）、開閉区分、開閉栓日（開始日・
中止日）、上下水指針、前回上下水指針、上
下水水量、検針年月日

空家等対策の推進に関する特別措置
法第１０条第１項に基づく調査に使
用するため。

条例第８条
第２項第１
号

建築住宅課 無

11 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号 遺失物法第１２条の規定に基づき、
拾得された物件の遺失者への返還に
必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

12 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

遺失物法第１２条の規定に基づき、
拾得された物件の遺失者への返還に
必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

13 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

14 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

15 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

16 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号（無） 遺失物法第１２条に基づき、遺失者
へ返還するため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

17 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 不動産登記法第１４条第１項に基づ
く地図の作成にあたり、第２９条第
１項による調査を行うため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
法務局

無

18 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条２項の規定に基づき、不動産の現
況調査について必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

19 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条１項、第２項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

20 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条１項、第２項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

21 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条１項、第２項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

22 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条１項、第２項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

23 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条２項の規定に基づき、不動産の現
況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

24 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条１項、第２項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

25 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第２項の規定に基づき、不動産の
現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

26 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第２項の規定に基づき、不動産の
現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

27 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第１項、第２項の規定に基づき、
不動産の現況調査について必要なた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

28 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第１項、第２項の規定に基づき、
不動産の現況調査について必要なた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

29 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第１項、第２項の規定に基づき、
不動産の現況調査について必要なた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

30 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第１項、第２項の規定に基づき、
不動産の現況調査について必要なた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

31 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第１項、第２項の規定に基づき、
不動産の現況調査について必要なた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

32 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、建築年、所在地名、家屋番号、
用途構造、床面積、評価額、固定課税標準
額、固定資産税相当額

民事執行法第５７条４項、同第１８
条１項、第２項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

33 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第１項、第２項の規定に基づき、
不動産の現況調査について必要なた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

34 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図、公課証明書 民事執行法第５７条４項、同第１８
条第１項、第２項の規定に基づき、
不動産の現況調査について必要なた
め

条例第８条
第２項第１
号

前橋地方裁判
所

無

35 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年10月26日
から

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

課税台帳記載事項、家屋評価情報 民事執行法第１８条、第５７条、第
５８条の規定に基づき、不動産の現
況調査に必要であるため。

条例第８条
第２項第１
号

裁判所、裁判
所が選任する
評価人

無

36 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地番、面積、土地の現況が農地であるか否か
（農地）、農業振興地域内・農用地・生産緑
地であるか否か（有）、転用許可（無）、農
地法第５条の許可の可能性（無）、建物の建
築の制限等の規制がされている区域内の土地
であるか否か（有）、小作人・利用権の有無
（無）、買受適格証明書の要否、締切日

滞納処分のため、公売が開始される
にあたり、該当農地の情報が必要な
ため（民事執行法第１８条　官庁等
に対する援助要請）

条例第８条
第２項第１
号

群馬県前橋行
政県税事務所

無

37 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護の種類 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

長野県総合県
税事務所

無

38 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護申請理由、健康状態、負債状況、続柄、
保護決定履歴、保護の種類

地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

津市政策財務
部収税課

無

39 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

職業、生活保護受給の有無（有）、扶助の種
類、受給年月日

地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県富岡行
政県税事務所

無

40 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護の種類 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

富岡市役所納
税課

無

41 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護受給状況 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

津市政策財務
部収税課

無

43



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

42 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

給付金受給権の有無（無） 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

安城市納税課 無

43 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

資格情報 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県前橋行
政県税事務所

無

44 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

資格情報 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県前橋行
政県税事務所

無

45 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都豊島都
税事務所

無

46 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税賦課状況 地方税法第２０条の１１の規定に基
づく照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都港都税
事務所

無

47 水道使用者台
帳関係事務

公営企業管理者
水道局
経営企画課

☐利用
☑提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

平成10年4月1日か
ら

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

開閉区分、開閉栓日（開始日・中止日）、上
下水指針、前回上下水指針、上下水水量、水
道料金、下水道使用量

国税徴収法第１４１条第３項及び地
方税法第２０条の１１に基づき収納
課による滞納整理調査に使用するた
め、個人情報を提供するもの。

条例第８条
第２項第１
号

収納課 無

48 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地番、面積、土地の現況が農地であるか否か
（農地・非農地）、農業振興地域内・農用
地・生産緑地であるか否か（有）、転用許可
（無）、農地法第５条の許可の可能性
（無）、建物の建築の制限等の規制がされて
いる区域内の土地であるか否か（有）、小作
人・利用権の有無（無）、買受適格証明書の
要否、締切日

滞納処分のため、公売が開始される
にあたり、該当農地の情報が必要な
ため（地方税法第２０条の１１　官
公署等への協力要請）。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県前橋行
政県税事務所

無

49 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、権利設定の有無、権利の種類、
農用地の売買関係

滞納処分のため、該当農地の売買の
情報が必要なため。（地方税法第２
０条の１１　官公署等への協力要
請）。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県前橋行
政県税事務所

無

50 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況、申請者

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬弁護士会 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

51 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月1日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況、申請者

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬弁護士会 無

52 身体障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

障害名、原因となった疾病名、疾病発生年月
日、参考となる経過及び現症、総合所見、該
当する障害の程度等

弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬弁護士会 無

53 救急出動状況 消防長
消防局
南消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

傷病者の身体状況（救急隊の所見） 弁護士法第２３条の２に基づく照会
に回答するため。

条例第８条
第２項第１
号

栃木県弁護士
会

無

54 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月9日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

年税額 生活保護法第２９条の規定に基づ
き、資産状況調査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

55 生活保護施行
事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

口座情報、結婚歴、就労状況、心身の状況、
居住状況、生活歴及び現況、相談記録、年金
情報、保護決定履歴、保護費支給額、健康保
険状況、資産状況、本籍、保護経過記録、扶
養義務者、犯歴、保護の種類、学歴、申請理
由

生活保護法第２９条第１項に基づく
審査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

台東区福祉事
務所

無

56 国民健康保険
税賦課

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税額及び滞納状況 生活保護法第２９条第１項に基づく
審査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

みどり市福祉
事務所

無

57 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

高額療養費支給実績、年齢 生活保護法第２９条第１項に基づく
審査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

58 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税の年税額、期別税額、徴収方
法及び年齢

生活保護法第２９条に基づき照会が
あったため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎市福祉
事務所

無

59 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

診療報酬明細書の写し（平成２７年４月～平
成２８年９月診療分）

労働者災害補償保険法第４９条の３
に基づく保険給付支給可否の判断に
必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋労働基準
監督署

無

60 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

保険証記号番号、診療報酬明細書の写し（平
成２７年７月～令和２年６月診療分）

労働者災害補償保険法第４９条の３
に基づく保険給付支給可否の判断に
必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋労働基準
監督署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

61 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車両番号（標識番号）、車名、車台番号、定
置場、届出年月日

道路交通法第５１条の４の規定に基
づき、放置違反金の徴収に必要なた
め、同法５１条の５第２項の規定に
基づき照会をうけたもの。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県公安委
員会

無

62 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車両番号（標識番号）、車名、車台番号、定
置場、届出年月日

道路交通法第５１条の４の規定に基
づき、放置違反金の徴収に必要なた
め、同法５１条の５第２項の規定に
基づき照会をうけたもの。

条例第８条
第２項第１
号

神奈川県公安
委員会

無

63 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車両番号（標識番号）、車名、車台番号、定
置場、届出年月日

道路交通法第５１条の４の規定に基
づき、放置違反金の徴収に必要なた
め、同法５１条の５第２項の規定に
基づき照会をうけたもの。

条例第８条
第２項第１
号

千葉県公安委
員会

無

64 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車両番号（標識番号）、車体番号（車台番
号）、定置場

道路交通法第５１条の４の規定に基
づき、放置違反金の徴収に必要なた
め、同法５１条の５第２項の規定に
基づき照会をうけたもの。

条例第８条
第２項第１
号

東京都公安委
員会

無

65 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 道路交通法第５１条の５第２項に基
づき、調査の必要があるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府公安委
員会

無

66 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 道路交通法第５１条の５第２項に基
づき、調査の必要があるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府公安委
員会

無

67 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 道路交通法第５１条の５第２項に基
づき、調査の必要があるため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府公安委
員会

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

68 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

軽自動車の車名、車種、車台番号、取得日、
廃車日、異動事由、非課税区分

国税通則法第７４条の１２の規定に
基づき、国税滞納処分に必要なた
め。

条例第８条
第２項第１
号

関東信越国税
局

無

69 固定資産税賦
課事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年10月26日
から

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

課税台帳記載事項、家屋評価情報 法令の規定による。
国税通則法第７４条の１２、同法第
１３１条第２項、国税徴収法第１４
６条の２（準用を含む）に基づく、
調査又は滞納整理のため。

条例第８条
第２項第１
号

税務署、国税
局、財務事務
所、他市町村
税務担当課、
他市町村国民
健康保険担当
課、公安委員
会

無

70 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

71 理美容所開設
関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

72 クリーニング
所開設関係事
務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

73 旅館業営業許
可事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

74 公衆浴場許可
関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

75 與行場営業許
可関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

76 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

電話番号、資格情報 国税通則法第７４条の１２第１項の
規定に基づく税務調査のため。

条例第８条
第２項第１
号

豊島税務署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

77 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☐一時的
☐時限的
☑経常的

令和2年8月3日か
ら

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国籍、保護決定履歴、保護の種類 国民年金法第１０８条第２項におけ
る依頼があったため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋年金事務
所

無

78 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

国民健康保険世帯状況 国民健康保険法第１１３条の２の規
定に基づき、国民健康保険前期高齢
者の負担区分判定に必要なため

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県三郷市
国保年金課

無

79 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

被保険者証記号番号、国民健康保険適用開始
年月日

国民健康保険法第１１３条の２に基
づき照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

東京都世田谷
区

無

80 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険加入状況及び被保険者証記号番
号

国民健康保険法第１１３条の２に基
づき照会があったため。

条例第８条
第２項第１
号

山形県村山市
保健課

無

81 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護の種類、保護費支給額、口座情報、保護
決定履歴、誠克歴及び現状、資産状況、犯歴

非訟事件手続法第１２１条第３項に
基づき、裁判執行に必要なため

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

82 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号　就労状況　入居期間　納付方法　
滞納状況　敷金の清算状況　調査対象世帯以
外の現在の入居者（無）

国税徴収法第１４１条に基づき、調
査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋行政県税
事務所

無

83 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護費支給方法、保護費支給
額、居住状況、保護の種類

国税徴収法第１４６条の２における
調査で必要があるため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税理署 無

84 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護申請理由、支給金額、支給方法、口
座番号、保護決定履歴、保護の種類

国税徴収法１４６条の２に基づき国
税等の滞納処分に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

85 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月16日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋評価調書 国税徴収法第１４６条の２の規定に
基づき、国税滞納処分に必要なた
め。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無

86 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 国税徴収法第１４６条の２に基づく
国税等の滞納処分のため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋税務署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

87 不当要求行為
等関係事務

市長
総務部
行政管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

本市への不当要求行為等に関する対応記録 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

88 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

89 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

90 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

91 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

92 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

93 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

安中警察署 無

94 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

95 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

96 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

97 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

98 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

99 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

100 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

101 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

102 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

103 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

104 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

105 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

106 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
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107 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

108 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

長野原警察署 無

109 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

110 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

111 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

112 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

113 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

114 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

115 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

116 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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117 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

118 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

119 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

120 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

121 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

122 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

123 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

124 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

125 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

126 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無
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127 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

128 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

129 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

130 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

131 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

132 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

133 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

134 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

135 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

136 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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137 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

138 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

139 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

140 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

141 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

142 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

143 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

144 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

145 駅施設監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
政策部
交通政策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

146 駅施設監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
政策部
交通政策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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147 駅施設監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
政策部
交通政策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

148 駅施設監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
政策部
交通政策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

149 前橋市役所敷
地内監視カメ
ラ設置・運営
事業

市長
財務部
資産経営課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

150 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

標識番号、車名、車台番号 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

151 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

標識番号、車名、車台番号 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

152 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

標識番号、車名、車台番号、排気量、定置
場、取得年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

富岡警察署 無

153 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

標識番号、車名、車台番号、型式 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

154 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号（車体番号）、車名、定置場 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

155 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月8日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、車体番号（車台番号） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

長野原警察署 無

156 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月10日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号、登録年月日 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

渋川警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
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目的外提供
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目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

157 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

登録年月日、車名、排気量 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

158 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、車台番号、排気量、定置場書、取得日 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

159 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号、車名、定置場、型式、年式 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

160 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月8日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

取得日（標識交付年月日）、車台番号、車
名、排気量、定置場、型式

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

161 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号、車名、定置場 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

162 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月2日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、車台番号、取得年月日、型式 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

163 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月5日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

登録年月日（取得日） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

164 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月6日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号、車名、排気量、取得年月日 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

吾妻警察署 無

165 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、登録年月日 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

166 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月20日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
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ン結合に
よる提供

167 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☐生年月日
☑住所

年齢、電話番号、相談内容及び処理結果 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

静岡県牧之原
警察署

無

168 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁原宿警
察署

無

169 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池上警
察署

無

170 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁三鷹警
察署

無

171 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府警察本
部交通部高速
道路交通警察
隊

無

172 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁町田警
察署

無
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173 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県警西脇
警察署

無

174 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池上警
察署

無

175 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁大塚警
察署

無

176 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池上警
察署

無

177 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池上警
察署

無
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178 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池上警
察署

無

179 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池上警
察署

無

180 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁巣鴨警
察署

無

181 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁東京空
港警察署

無

182 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県須磨警
察署

無
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183 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁葛飾警
察署

無

184 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課

無

185 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課

無

186 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁刑事部
刑事総務課

無

187 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁福生警
察署

無

188 戸籍及び住民
票等の証明及
び写しの交付
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

戸籍及び住民票の異動の有無（無）、住民票
の発行履歴（無）、戸籍の発行履歴、本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

189 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

京都府東山警
察署

無

190 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁東大和
警察署

無

191 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無

192 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池袋警
察署

無

193 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪地方検察
庁堺支部

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

194 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府羽曳野
警察署

無

195 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁愛宕警
察署

無

196 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁小金井
警察署

無

197 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県垂水警
察署

無

198 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁中央警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

199 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課

無

200 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁月島警
察署

無

201 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁田無警
察署

無

202 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課

無

203 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁愛宕警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
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よる提供

204 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁荻窪警
察署

無

205 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁調布警
察署

無

206 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県西宮警
察署

無

207 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁目白警
察署

無

208 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池袋警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
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目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

209 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府港警察
署

無

210 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池上警
察署

無

211 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁板橋警
察署

無

212 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁川越支
部

無

213 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁愛宕警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

214 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁成城警
察署

無

215 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無

216 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁代々木
警察署

無

217 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府港警察
署

無

218 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

兵庫県灘警察
署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

219 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁板橋警
察署

無

220 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課

無

221 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁原宿警
察署

無

222 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁刑事部
捜査共助課

無

223 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪地方検察
庁堺支部

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

224 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

京都府東山警
察署

無

225 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁練馬警
察署

無

226 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁麻布警
察署

無

227 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁麻布警
察署

無

228 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁巣鴨警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

229 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁上野警
察署

無

230 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

231 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁調布警
察署

無

232 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課立
川通告セン
ター

無

233 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

福岡交通反則
通告センター

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

234 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁麻布警
察署

無

235 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁蒲田警
察署

無

236 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁交通部
交通執行課

無

237 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁向島警
察署

無

238 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

239 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁蒲田警
察署

無

240 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

新宿警察署 無

241 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

葛西警察署 無

242 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

竹の塚警察署 無

243 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁目白警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

244 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪府警察本
部

無

245 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

加西警察署 無

246 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

加西警察署 無

247 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大阪地方検察
庁

無

248 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁池袋警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

249 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

さいたま地方
検察庁

無

250 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁光が丘
警察署

無

251 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁立川警
察署

無

252 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁練馬警
察署

無

253 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁綾瀬警
察署

無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

254 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁小松川
警察署

無

255 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁目白警
察署

無

256 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁小松川
警察署

無

257 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁東村山
警察署

無

258 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、申請理由、保護の種類、保護
費支給額、口座情報、相談記録、就労状況

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁小岩警
察署

無

259 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護費支給額、学歴、心身の
状況、職業

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目
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ン結合に
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260 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

261 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請理由、保護経過記録、生活歴及び現況、
心身の状況、年金情報、健康保険情報、介護
保険情報、資産状況、保護決定履歴、保護の
種類、保護費支給額、面接記録、口座情報

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

262 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月1日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、保護決定履歴、保
護費受給額、口座情報

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

263 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、居住状況、電話番号、学歴、職業、扶
養義務者、心身の状況、就労状況、資産状
況、口座情報、保護決定履歴、申請理由、社
会保険情報、生活歴及び現況、保護経過記
録、保護費支給額

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

富岡警察署 無

264 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

保護決定履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

265 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月12日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

266 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月12日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無）、生活保護申請の
有無、生活保護申請の却下理由

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

267 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護費支給額、支給開始年月日、生活歴及び
現況、心身の状況、年金情報、資産状況、口
座情報

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

268 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、生活保護開始日、支給
方法、保護受給額、保護受給の理由、医療機
関の受診履歴、健康状態、保護経過記録、生
活及び現況、職歴

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

太田警察署 無

269 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護受給の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無
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270 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

年金情報、保護決定履歴、保護の種類、保護
費支給額、口座情報、収入額、居住状況

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

桐生警察署 無

271 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護の種類、保護費支給額、
口座情報、学歴、居住状況

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

272 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護の種類、保護費支給額 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

273 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月16日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無）、本籍 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

274 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、保護申請年月日、保護
開始年月日、保護費支給額、支給方法、口座
情報、申請理由、居住状況、心身の状態、学
歴

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

275 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

生活保護受給の有無（無）、生活保護相談の
有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

名古屋地方検
察庁岡崎支部

無

276 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（有）、申請年月日、連
絡先
支給開始年月日、支給方法、支給金額、
今後の支給予定年月日
面接相談記録、口座情報、申請理由

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

277 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無し） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

278 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、申請理由、保護費
受給額、口座情報、保護の種類、保護決定履
歴

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

279 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、口座情報、保護の種類、保護
費支給額、扶養義務者、その他参考事項（保
護決定調書写し添付）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

城東警察署 無
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280 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、申請理由、保護費
受給額、口座情報、保護の種類

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

埼玉県西入間
警察署

無

281 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

下野警察署 無

282 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

新潟県警察本
部

無

283 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

居住状況、電話番号、心身の状況、生活歴及
び現況

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

284 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、心身の状況、就労状況、口座情
報、保護決定履歴、申請理由、生活歴及び現
況、保護の種類、保護費支給額、相談記録、
面接記録、犯歴

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

285 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

相談記録、面接記録（保護決定履歴、申請理
由、生活歴及び現況、保護の種類、心身の状
況、健康保険情報、資産状況、負債状況、保
護費支給額、扶養義務者、口座情報、年金情
報）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

286 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

申請記録（申請日、申請理由、申請時住
所）、生活保護受給の有無

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

287 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、申請理由、保護費
受給額、口座情報、保護の種類、保護決定履
歴、保護経過記録

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

288 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

生活保護受給の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁戸塚警
察署

無

289 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、支給開始年月日、申請
状況、保護費受給額、申請理由、医療要否意
見書、保護決定履歴、本籍、学歴、心身の状
況、扶養義務者、居住状況、資産状況、年金
情報、口座情報、生活歴及び現況、負債状
況、保護の種類

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

290 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護受給の有無、保護決定履歴、保護費支給
額、口座情報、申請理由、資産状況、居住状
況、就労状況、心身の状況、負債状況、生活
歴及び現況、婚姻歴、年金情報、保護の種
類、学歴、扶養義務者、健康保険情報、収入
額、相談記録、面接記録、家族状況、本籍、
電話番号、職業、保護経過記録、保護の種類

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

291 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月9日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護受給の有無、保護決定履歴、保護費支給
額、口座情報、申請理由、資産状況、居住状
況、就労状況、心身の状況、負債状況、生活
歴及び現況、婚姻歴、年金情報、保護の種
類、学歴、扶養義務者、健康保険情報、収入
額、相談記録、面接記録、家族状況、職業

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

292 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

口座情報、生活保護の認定事項及び疎明資
料、結婚歴、就労状況、心身の状況、居住状
況、生活歴及び現況、相談記録、年金情報、
保護費支給額、健康保険状況、資産状況、本
籍、保護経過記録、扶養義務者、犯歴、保護
の種類、学歴、申請理由、電話番号

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

293 母子保健事務
（妊産婦）

市長
福祉部
子育て支援課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

妊娠届出日、妊娠経過日数、出産予定日、検
診日、検診先

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

伊勢崎警察署 無

294 母子保健業務
（妊産婦）

市長
福祉部
子育て支援課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、扶養義務者、相談経過記録、心身
の状況、生活歴及び現況、結婚歴、生育歴、
職業・職歴、財産、収入

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

295 母子保健業務
（乳幼児）

市長
福祉部
子育て支援課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

扶養義務者、相談経過記録、心身の状況、生
活歴及び現況、結婚歴、生育歴、職業・職
歴、財産、収入

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

296 家庭児童相談
業務

市長
福祉部
子育て支援課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、扶養義務者、相談経過記録、心身
の状況、生活歴及び現況、結婚歴、生育歴、
職業・職歴、財産、収入

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

297 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

298 知的障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

療育手帳交付年月日、障害の程度 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無
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No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

299 知的障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

療育手帳交付年月日、障害の程度 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

300 知的障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

療育手帳交付年月日、障害の程度、運賃減額
程度

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

301 身体障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

身体障害者手帳交付の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

302 医事関係許可
等事務

市長
健康部
保健総務課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月9日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

資格情報 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

303 精神保健福祉
法施行事務

市長
健康部
保健予防課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

手帳の交付有無、手帳種別、手帳交付年月
日、障害程度の区分および認定期間

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

304 精神保健福祉
相談指導事務

市長
健康部
保健予防課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月12日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

台帳（電話番号、家族構成、扶養義務者、職
業、家族歴、居住状況、病名、既往症、成育
歴、結婚歴、学歴、環境、障害年金情報、関
係医療機関名、入院・通院歴）、相談記録
（家族関係、生活状況、体調）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

富岡警察署 無

305 犬等に関する
苦情処理及び
行方不明動物
受付事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

対象者にかかる苦情内容、およびその対応に
ついて

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

306 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

資格情報 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

307 畜犬登録事務 市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月31日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

犬の登録情報、狂犬病予防注射の実施状況、
行政指導の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

308 犬等に関する
苦情処理事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

相談者から、対象者にかかる苦情内容、およ
びその対応について

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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309 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

310 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

311 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

312 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格取得年月日、国民健康保険
資格喪失年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

313 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

314 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険適用開始年月日 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

315 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（平成３０年１月から令和
２年２月まで）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

316 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

被保険者の有無、電話番号（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

317 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

富岡警察署 無

318 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（過去５年間） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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319 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険適用開始年月日 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

320 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

321 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格履歴（平成２５年１月１日
以後）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

322 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（過去３年間） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

323 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険適用
開始年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

324 特定健康診
査・特定保健
指導事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

特定健康診査受診年月日・特定健診結果 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

325 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（平成２７年４月～資格喪
失まで）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

326 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険適用
開始年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

327 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

328 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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329 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

現在の国民健康保険資格の有無（無）、国民
健康保険資格履歴、連絡先電話番号（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

330 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（平成２９年１月～令和
２年４月）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

佐伯警察署 無

331 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

佐伯警察署 無

332 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（平成２９年１月～令和
２年４月）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

佐伯警察署 無

333 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
履歴

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

佐伯警察署 無

334 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

名古屋地方検
察庁岡崎支部

無

335 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険被保険者証交付年月日、世帯の
加入状況及び被保険者証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁目白警
察署

無

336 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（過去５年以内） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

337 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

現在の国民健康保険資格の有無、国民健康保
険資格履歴、電話番号

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

338 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（平成３１年１月～令和２
年６月）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁調布警
察署

無
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339 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険適用
開始年月日、国民健康保険適用届出年月日、
保険証記号番号

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁調布警
察署

無

340 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（過去５年以内） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

341 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

342 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

医療機関受診履歴（過去５年以内） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

343 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

344 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

医療機関等受診履歴（過去５年以内） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

345 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

346 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

令和２年３月以後の国民健康保険資格の有無
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

大分県佐伯警
察署

無

347 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）、本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

348 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無
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349 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
行政指導の有無（無）、国籍、通称

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

350 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）、本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

351 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

352 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

353 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

354 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
行政指導の有無（無）、本籍

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

355 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

356 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
行政指導の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

357 産業廃棄物不
法投棄等監
視・指導事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

投棄場所 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

358 産業廃棄物不
法投棄監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☐氏名
☑性別
☐生年月日
☐住所

容姿、自動車登録番号 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

84



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

359 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
行政指導の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

360 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

361 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

362 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

363 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

給付金支給年月日、給付金申請者、給付金
額、給付金入金先口座情報

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

沼田警察署 無

364 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支給事実の有無（無）、申請事実の有無
（無）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

警視庁田無警
察署

無

365 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

受給の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

366 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

対象者の申請有無（有）、対象者の申請方
法、給付金の振込日、申請日、口座情報、給
付額、続柄

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

石川県警察本
部刑事部捜査
第二課

無

367 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支給事実の有無、申請日、電話番号、続柄、
給付金の給付額、給付日、給付方法、口座情
報（金融機関名、支店名、口座番号、分類、
口座名義人）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県桐生警
察署

無

368 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支給事実の有無（無） 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

沖縄県宜野湾
警察署

無
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369 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支給事実の有無、口座情報（金融機関名、支
店名、口座番号、口座名義）

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋東警察署 無

370 市営住宅防犯
カメラ設置・
運営事業

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

371 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

372 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

373 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

群馬県警察本
部

無

374 自転車等駐車
場、駅前駐車
場管理運営事
務

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月22日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

375 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

376 駅前駐輪場・
駐車場等監視
カメラ設置・
運営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

377 ドライブレ
コーダー設
置・運営事業

消防長
消防局
警防課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿、自動車登録番号、車両番号、音声 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

378 災害受信・出
動指令関係

消防長
消防局
通信指令課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

１１９番通報の音声記録 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無
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379 査察対象物台
帳

消防長
消防局
西消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

建物平面図 刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

高崎警察署 無

380 救急出動状況 消防長
消防局
北消防署白川分署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☑性別
☐生年月日
☐住所

接触時の意識の有無及び状態、病院引継時ま
での変化内容。

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定
に基づき、捜査に必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋警察署 無

381 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、居住状況、電話番号、学歴、職業、扶
養義務者、心身の状況、資産状況、口座情
報、保護決定履歴、年金情報、社会保険情
報、保護費支給額、保護の種類

刑事訴訟法第５０７条に基づき捜査
上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

382 生活保護施行
事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

心身の状況、学歴、職業、保護決定履歴、保
護費受給額、口座情報、本籍、扶養義務者、
居住状況

刑事訴訟法第５０７条に基づき裁判
執行上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

383 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、居住状況、電話番号、学歴、職業、扶
養義務者、心身の状況、資産状況、口座情
報、保護決定履歴、保護の種類、保護費支給
額

刑事訴訟法第５０７条に基づき裁判
執行上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

384 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、居住状況、電話番号、学歴、職業、扶
養義務者、心身の状況、資産状況、口座情
報、保護決定履歴、保護の種類、保護費支給
額

刑事訴訟法第５０７条に基づき裁判
執行上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

前橋区検察庁 無

385 前橋市特別定
額給付金支給
事務

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支給事実の有無（有）、口座情報（金融機関
名、支店名、口座番号、名義人名）

刑事訴訟法第５０７条に基づき裁判
執行上必要なため。

条例第８条
第２項第１
号

館林区警察庁 無

386 自治会長報告
事務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 群馬県管轄の国県道・河川や砂防施
設等に関し、防災上緊急的に直接各
自治会へ連絡する必要性が見込まれ
るため。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県前橋土
木事務所

無

387 自治会長報告
事務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 群馬県で行う家計統計調査におい
て、調査地域に該当する自治会長に
対し、調査の趣旨等の説明を行うた
め、必要な範囲で個人情報を提供す
るもの。」

条例第８条
第２項第２
号

群馬県総務部
統計課

無

388 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、メールアドレス、相談内容 特定商取引に関する法律に基づく調
査のため。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県生活こ
ども部消費生
活課

無
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389 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月11日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☐生年月日
☑住所

年齢、電話番号、メールアドレス、相談内容 特定商取引に関する法律に基づく調
査のため。

条例第８条
第２項第２
号

群馬県生活こ
ども部消費生
活課

無

390 国民年金被保
険者の記録管
理事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号
※職業は「自治会連合会理事」で報告。

日本年金機構法第３０条に係る「年
金委員推薦書（地域型）」に係る推
薦書を日本年金機構前橋年金事務所
へ提出するため。
※「年金委員（地域型）の推薦に係
る同意書」を徴しています。

条例第８条
第２項第２
号

日本年金機構　
前橋年金事務
所

無

391 水道使用者台
帳関係事務

公営企業管理者
水道局
経営企画課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月28日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

お客様番号、所在地住所、使用者（氏名・住
所）、上下水水量、水道料金、下水道使用料

保険総務課による公衆浴場経営安定
化補助金の交付に当たり、上下水道
使用料の調査に使用するため、個人
情報を提供するもの。なお、調査対
象者から閲覧の承諾を受けているも
の。

条例第８条
第２項第２
号

保険総務課 無

392 農地基本台帳
事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年3月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農地耕作者（所有者）の氏名、農家世帯番
号、郵便番号、住所、電話番号、年齢、農地
情報（地目、地番、面積）

人・農地プランの実質化に向けて、
人・農地問題解決加速化支援事業実
施要綱第２条第１項に規定する農地
の耕作者（所有者）等へのアンケー
ト調査を実施するため。農地中間管
理事業の推進に関する法律第２６条
第３項に基づくもの。

条例第８条
第２項第５
号

農政課 無

393 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年3月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農地耕作者（所有者）の氏名、農家世帯番
号、郵便番号、住所、年齢、農地情報（地
目、地番、面積）、アンケート結果

人・農地プランの実質化に向けて、
人・農地問題解決加速化支援事業実
施要綱第２条第１項に規定する農地
の耕作者（所有者）等へのアンケー
ト調査を実施するため。農地中間管
理事業の推進に関する法律第２６条
第３項に基づくもの。

条例第８条
第２項第５
号

農政課 無

394 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、利用権設定の有無・期限
及び権利者住所

令和２年度群馬県小規模農村整備事
業の事業申請に必要なため

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

395 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年5月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地番、地目、地積、農地法３条許可の有無・
期限及び耕作者住所

令和２年度群馬県小規模農村整備事
業の事業申請に必要なため

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

396 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道００－０６５号線（泉橋通線）
道路改良事業に伴う事業用地を取得
するために、権利関係を特定する必
要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

397 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道００－０６５号線（泉橋通線）
道路改良事業に伴う事業用地を取得
するために、権利関係を特定する必
要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無
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398 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無、権利の
種類

市道００－０６５号線（泉橋通線）
道路改良事業に伴う事業用地を取得
するために、権利関係を特定する必
要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

399 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地用第３条の許可申請
の有無（無）、農地用第４条の許可申請の有
無、農地法第５条の許可申請の有無

市道００－０６５号線（泉橋通線）
道路改良事業に伴う事業用地を取得
するために、権利関係を特定する必
要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

400 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（有）、地番 都市計画事業西部第一落合土地区画
整理事業の施行に伴う事業用地の権
利関係を特定する必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

区画整理課 無

401 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

402 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

403 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無、権利の
種類

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

404 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

405 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

406 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

407 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無、権利の
種類

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無
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408 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年8月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

409 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、利用権設定の有無・期限
及び権利者住所

令和３年度群馬県小規模農村整備事
業の事業申請に必要なため

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

410 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地番、地目、地積、農地法３条許可の有無・
期限及び耕作者住所

令和３年度群馬県小規模農村整備事
業の事業申請に必要なため

条例第８条
第２項第５
号

農村整備課 無

411 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

412 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

413 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無、権利の
種類

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

414 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年9月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第３条の許可申請
の有無（無）、農地法第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

市道００－１０９号線（南高校通
線）道路改良事業に伴う事業用地を
取得するために、権利関係を特定す
る必要があるため。

条例第８条
第２項第５
号

道路建設課 無

415 固定資産税
（土地）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和2年4月27日か
ら令和3年3月31日
まで

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

　前橋地方法務局で実施する不動産
登記法第１４条第１項に定める総社
町総社及び総社町植野の各一部にお
ける地図作成作業にあたり、登記情
報に記録された事業対象者の住所、
氏名では連絡の取れない者に対し、
事業説明会等の開催通知及び立会通
知等を送付する。
　不動産登記法第１４条第１項に規
定する地図が整備されることによ
り、土地境界や地積のずれが解消さ
れ、固定資産税（土地）の課税が適
正化される。

条例第８条
第２項第６
号

前橋地方法務
局

無

416 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年6月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第４条の許可状況
の有無（無）、農地法第５条の許可状況の有
無（無）

（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適正に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無
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417 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 東田急傾斜地崩壊危険区域及び
（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

418 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給者の有無
（無）

東田急傾斜地崩壊危険区域及び
（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

419 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無、権利の
種類

東田急傾斜地崩壊危険区域及び
（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

420 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月2日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地用第３条の許可申請
の有無（無）、農地用第４条の許可申請の有
無（無）、農地法第５条の許可申請の有無
（無）

東田急傾斜地崩壊危険区域及び
（主）前橋玉村線の用地取得に伴
い、土地収用法第６８条により権利
消滅に伴う補償を適切に実施するた
め。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

421 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 土地収用法に基づき、（主）前橋赤
城線の用地取得に伴い権利設定状況
を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

422 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給の有無
（無）

土地収用法に基づき、（主）前橋赤
城線の用地取得に伴い権利設定状況
を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

423 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無、権利の
種類

土地収用法に基づき、（主）前橋赤
城線の用地取得に伴い権利設定状況
を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

424 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年7月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農地法の許可状況の有無（無） 土地収用法に基づき、（主）前橋赤
城線の用地取得に伴い権利設定状況
を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

425 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） 土地収用法に基づく（主）前橋西久
保線の用地取得に伴い、権利設定状
況を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

426 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給の有無
（無）

土地収用法に基づく（主）前橋西久
保線の用地取得に伴い、権利設定状
況を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無
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427 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農地法の許可状況の有無（無） 土地収用法に基づく（主）前橋西久
保線の用地取得に伴い、権利設定状
況を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

428 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年10月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（無）、
権利の種類

土地収用法に基づく（主）前橋西久
保線の用地取得に伴い、権利設定状
況を把握するため。

条例第８条
第２項第６
号

前橋土木事務
所

無

429 身体障害者福
祉法施行事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年12月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☑性別
☐生年月日
☐住所

障害等級・年齢・原傷病名 岡山大学が厚生労働省難治性疾患政
策研究事業の一環として実施する視
覚障がい者の実態調査について、視
覚障がい者に対する社会の理解、眼
科疾患の予防の啓蒙の観点から、本
市の視覚障がい者における身体障害
者データを提供するもの。

条例第８条
第２項第７
号

岡山大学大学
院医歯薬学総
合研究科眼科
学教室

無
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